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た
。
こ
こ
で
い
う
保
守
化
と
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
道
徳
観
を
強
調
し
て
そ
れ
に

逸
脱
す
る
行
為
や
事
柄
へ
の
取
締
り
を

政
府
な
ど
に
求
め
、
他
宗
教
へ
の
不
寛

容
な
態
度
が
強
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
と
き
に
暴
力
の
使
用
を
伴
う

強
硬
な
態
度
を
と
る
勢
力
を
急
進
派
と

呼
ぶ
。
最
も
象
徴
的
な
宗
教
政
策
は
、

二
〇
〇
八
年
に
成
立
し
た
反
ポ
ル
ノ
法

と
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
活
動
制
限
決
定
で
あ

る
。

　

反
ポ
ル
ノ
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
民
主

化
後
の
道
徳
の
荒
廃
を
憂
う
推
進
派
と
、

表
現
の
自
由
へ
の
侵
害
を
危
惧
す
る
反

対
派
双
方
が
世
論
を
喚
起
し
た
。
ま
た

頻
発
す
る
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
（
後
述
）、

一
部
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
シ
ー
ア
派
な

ど
宗
教
的
少
数
派
に
対
す
る
襲
撃
事
件

に
有
効
な
解
決
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と

は
な
く
、
攻
撃
さ
れ
た
宗
教
的
少
数
派

は
し
ば
し
ば
難
民
化
し
た
。
二
〇
一
一

年
二
月
に
は
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
群
衆

●
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ

　

ユ
ド
ヨ
ノ
大
統
領
は
任
期
中
を
通
し

て
、
内
外
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る

「
穏
健
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
強
調
し
て
き
た
。
実
際
に
議
会
に
お

い
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム
系
政
党
が
後
退
し
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
政
党
が
常
に
上
位
を

占
め
た
。
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
は
ま
た
テ
ロ

事
件
を
概
ね
押
さ
え
込
む
こ
と
に
も
成

功
し
た
。
二
〇
〇
五
年
に
バ
リ
島
、
二

〇
〇
九
年
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
お
い
て
爆

弾
テ
ロ
事
件
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
れ
ま

で
毎
年
同
様
の
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た

こ
と
を
考
え
る
と
低
度
に
抑
え
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
政
権
末
期
の
い
わ
ゆ
る

「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」（
Ｉ
Ｓ
）
を
め
ぐ
る

動
き
を
含
め
、
武
装
闘
争
派
の
活
動
に

対
す
る
取
締
り
が
先
行
し
た
。

　

し
か
し
ユ
ド
ヨ
ノ
の
一
〇
年
の
間
に

は
、
宗
教
的
保
守
化
の
傾
向
を
示
す
よ

う
な
事
件
も
頻
発
し
、
そ
れ
を
跡
付
け

る
法
律
の
制
定
や
政
府
決
定
が
な
さ
れ

に
よ
っ
て
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
が
攻
撃
さ
れ
、

メ
ン
バ
ー
三
人
が
殺
害
さ
れ
る
事
件
が

起
き
る
な
ど
、
排
斥
運
動
は
継
続
し
て

い
る
。

　

で
は
、
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
下
に
お
い
て
、

な
ぜ
保
守
的
な
宗
教
政
策
が
採
用
さ
れ

た
の
か
。
ま
た
こ
う
し
た
傾
向
は
ジ
ョ

コ
ウ
ィ
政
権
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変

化
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
で
は
、
第
一
に
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ

活
動
制
限
の
決
定
に
至
る
政
治
過
程
か

ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
決
定
が
出
さ
れ

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
ジ

ョ
コ
ウ
ィ
政
権
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
宗
教
政
策
が
と
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
を
検
討
し
た
い
。
注
目
す
る
の

は
宗
教
政
策
に
関
わ
る
政
権
エ
リ
ー
ト

の
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
に
ユ
ド
ヨ
ノ
政

権
期
の
保
守
的
宗
教
政
策
の
近
因
が
あ

り
、
ジ
ョ
コ
ウ
ィ
政
権
に
お
け
る
変
化

の
兆
し
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

●
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
に
対
す
る
攻
撃

と
政
府
の
対
応

　

ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ス
タ
ラ
財
団
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
少
数
派
へ
の
暴
力

事
件
は
二
〇
〇
八
年
と
二
〇
一
二
年
の

二
六
〇
件
台
を
ピ
ー
ク
に
、
二
〇
〇
八

年
以
降
毎
年
二
〇
〇
件
を
上
回
っ
た
。

な
か
で
も
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
に
対
す
る
攻

撃
が
最
も
多
く
、
二
〇
一
一
年
に
は
年

間
一
〇
〇
件
を
超
え
た
。
過
去
に
も
モ

ス
ク
の
破
壊
な
ど
の
事
件
が
あ
っ
た
が
、

暴
力
性
に
お
い
て
も
頻
度
に
お
い
て
も
、

現
在
の
状
況
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

政
府
は
被
害
者
と
な
っ
て
い
る
少
数
派

の
保
護
に
消
極
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、

加
害
者
に
も
な
っ
て
お
り
、
ま
た
法
律

や
宗
教
管
理
の
諸
制
度
が
攻
撃
を
助
長

す
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
は
一
九
世
紀
末
に
北

イ
ン
ド
（
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
）
で
誕

生
し
た
教
団
で
あ
り
、
創
始
者
ミ
ル
ザ

ー
・
グ
ラ
ー
ム
・
ア
フ
マ
ド
が
自
ら
を

救
世
主
と
唱
え
た
。
元
来
エ
リ
ー
ト
層

の
メ
ン
バ
ー
が
多
く
、
国
際
的
に
も
拡

大
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
活
動
を
始
め
た

の
は
一
九
二
〇
年
代
に
遡
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
ア
フ
マ
デ

ィ
ヤ
は
一
〇
〇
年
近
く
の
歴
史
を
有
し
、

近
年
国
際
的
に
目
立
っ
た
動
き
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
中
東
に

お
け
る
緊
張
関
係
の
影
響
を
受
け
て
い
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る
シ
ー
ア
派
へ
の
攻
撃
と
は
異
な
り
、

ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
へ
の
攻
撃
の
活
発
化
は

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
に
お
け
る
逸
脱
的

な
信
仰
や
「
異
端
」
に
対
す
る
警
戒
の

高
ま
り
を
背
景
と
し
て
い
る
。

　

ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
規
制
を
求
め
る
動

き
は
二
〇
〇
五
年
に
始
ま
り
、
断
続
的

な
襲
撃
事
件
を
経
て
、
二
〇
〇
八
年
の

政
府
の
活
動
制
限
決
定
に
至
っ
た
。
そ

の
構
想
は
政
権
内
の
保
守
派
の
主
導
に

よ
っ
て
水
面
下
で
始
ま
り
、
賛
成
派
・

反
対
派
双
方
が
世
論
を
喚
起
、
宗
教
的

自
由
を
制
限
す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
。

ま
た
連
動
し
て
各
地
で
独
自
の
条
例
が

採
択
さ
れ
た
。
活
動
制
限
決
定
が
出
さ

れ
た
あ
と
も
、
二
〇
一
一
年
の
殺
人
事

件
を
は
じ
め
弾
圧
は
収
ま
ら
ず
、
難
民

化
し
た
一
部
の
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
信
者
の

問
題
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
活
動
の
取
締
ま
り

に
向
け
た
政
府
内
の
最
初
の
動
き
は
、

検
察
庁
内
の
「
宗
教
セ
ク
ト
監
視
調
整

委
員
会
」
の
会
合
で
あ
っ
た
。
同
委
員

会
は
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
で
治
安
の
脅
威

に
な
り
う
る
と
み
な
さ
れ
た
セ
ク
ト
を

取
り
締
ま
る
た
め
に
作
ら
れ
た
。
民
主

化
後
は
有
名
無
実
の
存
在
に
な
り
か
け

て
い
た
が
、
異
な
る
セ
ク
タ
ー
の
利
益

が
一
致
し
て
そ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と

に
な
っ
た
。
治
安
の
悪
化
を
懸
念
す
る

警
察
等
と
「
異
端
」
を
取
り
締
ま
り
た

い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ウ
ラ
マ
ー
評
議
会

（
Ｍ
Ｕ
Ｉ
）
が
主
た
る
構
成
員
で
あ
っ

た
。
同
委
員
会
は
二
〇
〇
五
年
五
月
に

大
統
領
に
対
し
て
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
禁

止
を
求
め
る
勧
告
を
公
表
し
た
。

　

同
時
期
に
社
会
に
お
け
る
ア
フ
マ
デ

ィ
ヤ
へ
の
圧
力
も
高
ま
っ
た
。
七
月
に

は
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
年
次
集
会
が
襲
撃

さ
れ
、
八
名
が
負
傷
し
た
。
こ
う
し
た

状
況
下
で
、
Ｍ
Ｕ
Ｉ
大
会
は
ア
フ
マ
デ

ィ
ヤ
の
禁
止
と
信
者
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ

の
「
回
帰
」
を
求
め
た
。
Ｍ
Ｕ
Ｉ
の
フ

ァ
ト
ワ
（
法
的
見
解
）
は
ア
フ
マ
デ
ィ

ヤ
へ
の
攻
撃
を
勢
い
づ
か
せ
る
こ
と
に

な
り
、
各
地
で
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
モ
ス

ク
や
信
者
の
住
宅
の
破
壊
や
放
火
事
件

が
相
次
い
だ
。

　

Ｍ
Ｕ
Ｉ
の
フ
ァ
ト
ワ
委
員
長
で
大
統

領
諮
問
会
議
の
一
員
で
あ
る
マ
ア
ル

フ
・
ア
ミ
ン
（
現
ナ
フ
ダ
ト
ゥ
ル
・
ウ

ラ
マ
ー
［
Ｎ
Ｕ
］
宗
教
評
議
会
議
長
）

は
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
へ
の
批
判
を
強
め
、

国
会
の
第
八
委
員
会
も
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ

の
解
散
を
命
じ
る
大
統
領
令
を
求
め
た
。

　

他
方
、
マ
ア
ル
フ
・
ア
ミ
ン
と
同
じ

く
大
統
領
諮
問
会
議
委
員
の
人
権
活
動

家
ア
ド
ナ
ン
・
バ
ユ
ン
・
ナ
ス
テ
ィ
オ

ン
は
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
に
対
す
る
政
府
決

定
が
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、

ワ
ヒ
ド
元
大
統
領
を
は
じ
め
と
す
る
宗

教
指
導
者
や
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
ら
と

と
も
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
を
守
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
る
新
聞
広

告
を
掲
載
し
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
ユ

ド
ヨ
ノ
大
統
領
に
直
談
判
し
て
、
ア
フ

マ
デ
ィ
ヤ
の
禁
止
は
憲
法
の
規
定
す
る

信
仰
の
自
由
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。

大
統
領
は
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
担
当
三
閣

僚
と
の
面
会
を
指
示
し
た
も
の
の
、
自

ら
決
定
の
阻
止
に
は
動
か
な
か
っ
た
。

　

ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
活
動
制
限
を
規
定

す
る
三
省
決
定
は
二
〇
〇
八
年
六
月
に

出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
新
規
の
布
教

を
禁
ず
る
も
の
で
、
組
織
の
解
散
に
ま

で
は
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
。
同
決
定
は

人
権
活
動
家
や
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
擁
護

派
に
と
っ
て
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
権

や
少
数
派
の
保
護
に
お
い
て
大
き
な
後

退
を
意
味
し
、
他
方
で
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ

の
禁
止
を
求
め
る
急
進
派
に
は
不
満
が

残
る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

同
決
定
を
踏
ま
え
て
二
二
の
自
治
体

で
、
独
自
に
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
の
活
動
を

制
限
す
る
決
定
や
命
令
が
出
さ
れ
た
。

そ
の
後
も
襲
撃
事
件
は
各
地
で
散
発
し
、

政
府
の
決
定
は
そ
う
し
た
行
為
を
止
め

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
当
化
す
る

理
由
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
に
お
い
て
決
定
さ
れ

た
重
要
な
宗
教
政
策
に
お
い
て
は
、
イ

ス
ラ
ー
ム
系
政
党
よ
り
も
、
政
権
周
辺

の
保
守
派
の
要
求
が
影
響
力
を
持
っ
て

き
た
。
ユ
ド
ヨ
ノ
自
身
は
穏
健
な
イ
ス

ラ
ー
ム
を
国
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
が
、

自
ら
大
統
領
諮
問
会
議
に
置
い
た
保
守

的
な
メ
ン
バ
ー
が
外
部
の
急
進
派
と
と

も
に
影
響
力
を
行
使
す
る
状
況
を
黙
認

し
た
。
他
方
、
宗
教
的
寛
容
や
多
元
主

義
を
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
も
、
国
会
や

政
府
の
方
向
性
を
あ
る
程
度
軌
道
修
正

さ
せ
て
き
た
。
例
え
ば
、
反
ポ
ル
ノ
法

で
問
題
に
な
っ
た
「
ポ
ル
ノ
行
為
」
の

規
定
の
大
部
分
は
彼
ら
の
主
張
に
よ
っ

て
削
除
さ
れ
た
。

　

反
ポ
ル
ノ
法
制
定
と
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ

活
動
制
限
決
定
は
、
共
に
二
〇
〇
九
年

総
選
挙
を
控
え
た
時
期
に
行
わ
れ
た
。

地
方
自
治
体
の
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
規
制
条

例
も
首
長
選
や
議
会
選
と
の
関
連
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
社

会
に
お
け
る
道
徳
の
荒
廃
や
宗
教
的
逸

脱
へ
の
懸
念
の
高
ま
り
が
あ
る
。
政
治

家
は
「
反
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
烙
印
を
押

さ
れ
る
リ
ス
ク
を
回
避
し
、
あ
る
い
は

積
極
的
に
保
守
的
な
決
定
を
行
う
こ
と

で
人
気
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

●
ジ
ョ
コ
ウ
ィ
と
イ
ス
ラ
ー
ム

　

二
〇
〇
五
年
に
導
入
さ
れ
た
直
接
選

挙
に
よ
っ
て
台
頭
し
た
地
方
首
長
は
、

宗
教
に
限
ら
ず
多
様
な
政
策
課
題
の
実

現
を
有
権
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
成
功
例
が
中
ジ
ャ
ワ
州
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ソ
ロ
市
長
か
ら
ジ
ャ
カ
ル
タ
州
知
事
、

そ
し
て
大
統
領
へ
と
上
り
詰
め
た
ジ
ョ

コ
ウ
ィ
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
コ
ウ
ィ
は
最
も
世
俗
的
だ
と
さ

れ
る
闘
争
民
主
党
の
候
補
で
あ
り
、
地

方
首
長
時
代
の
副
市
長
・
副
知
事
は
い

ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。
大

統
領
選
で
は
大
半
の
イ
ス
ラ
ー
ム
系
政

党
が
対
立
候
補
の
プ
ラ
ボ
ウ
ォ
支
持
に

回
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ジ
ョ

コ
ウ
ィ
は
宗
教
的
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
に
見
舞
わ
れ
る
一
方
で
、

非
ム
ス
リ
ム
や
人
権
活
動
家
か
ら
は
大

き
な
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。

　

た
だ
ジ
ョ
コ
ウ
ィ
自
身
は
積
極
的
に

宗
教
間
の
融
和
を
訴
え
た
り
世
俗
主
義

を
強
調
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ

ス
ラ
ー
ム
的
シ
ン
ボ
ル
を
利
用
し
て
、

あ
く
ま
で
「
敬
虔
な
ム
ス
リ
ム
」
で
あ

ろ
う
と
し
て
き
た
。
こ
の
点
で
は
ユ
ド

ヨ
ノ
と
さ
ほ
ど
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

二
〇
一
五
年
の
年
間
計
画
で
は
、
宗

教
の
社
会
的
や
役
割
を
重
視
し
、
ま
た

宗
教
間
の
対
話
の
促
進
と
宗
教
紛
争
に

対
す
る
早
期
の
警
告
シ
ス
テ
ム
の
形
成

を
促
し
て
い
る
。
宗
教
間
の
差
異
へ
の

尊
重
と
寛
容
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
宗
教
間
の
調
和
を
実
現
す
る
こ
と

が
謳
わ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、「
麻
薬
、
性
的
な
乱
れ
、

異
端
的
セ
ク
ト
、
民
族
の
高
尚
な
理
想

に
不
適
切
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
離
婚
率

の
高
さ
」
を
宗
教
教
義
の
理
解
と
適
用

が
十
分
で
は
な
い
証
左
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
異
端
的
セ
ク
ト
は
や
は
り
（
宗

教
的
）
道
徳
の
乱
れ
の
ひ
と
つ
と
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ

問
題
解
決
の
難
し
さ
が
あ
る
。

●
穏
健
派
知
識
人
の
台
頭

　

ジ
ョ
コ
ウ
ィ
政
権
の
宗
教
政
策
に
は
、

保
守
化
を
容
認
し
て
き
た
前
政
権
か
ら

の
変
化
の
兆
し
も
み
え
る
。
そ
の
人
事

は
政
治
的
パ
ト
ロ
ン
た
ち
の
思
惑
に
大

き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
一

般
評
だ
が
、
穏
健
派
ム
ス
リ
ム
知
識
人

の
積
極
的
登
用
に
は
大
統
領
の
意
思
が

窺
え
る
。

　

代
表
的
な
の
は
ア
ニ
ス
・
バ
ス
ウ
ェ

ダ
ン
（
パ
ラ
マ
デ
ィ
ナ
大
学
前
学
長
）

と
シ
ャ
フ
ィ
イ
・
マ
ア
リ
フ
（
ム
ハ
マ

デ
ィ
ヤ
元
会
長
）
で
あ
る
。
前
者
は
文

化
・
初
中
等
教
育
大
臣
に
、
後
者
は
汚

職
撲
滅
委
員
会
（
Ｋ
Ｐ
Ｋ
）
と
警
察
と

の
紛
争
解
決
の
た
め
の
独
立
委
員
会
委

員
長
に
任
命
さ
れ
た
。
保
守
的
な
政
策

の
原
因
に
も
な
っ
た
大
統
領
諮
問
会
議

に
は
Ｎ
Ｕ
元
会
長
の
ハ
シ
ム
・
ム
ザ
デ

ィ
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
か
ら
は
元
教
育
大

臣
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
マ
リ
ク
・
フ
ァ
ジ

ャ
ル
と
い
う
穏
当
な
人
物
が
入
っ
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
ル
ク
マ
ン
・
ハ
キ

ム
・
サ
イ
フ
デ
ィ
ン
宗
教
大
臣
で
あ
る
。

彼
は
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
開
発
統
一
党
の

政
治
家
で
、
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
末
期
に
前

任
が
汚
職
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
た
め
代

役
で
就
任
、
新
政
権
で
唯
一
留
任
し
た

閣
僚
で
あ
る
。

●
宗
教
共
同
体
保
護
法
案
の
模
索

　

ル
ク
マ
ン
は
新
政
権
が
発
足
す
る
と

自
分
の
考
え
を
積
極
的
に
示
す
よ
う
に

な
っ
た
。
特
徴
的
な
の
は
、
政
府
が
こ

れ
ま
で
公
認
し
て
い
な
い
宗
教
の
認
知

や
、
シ
ー
ア
派
や
ア
フ
マ
デ
ィ
ヤ
な
ど

攻
撃
に
晒
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
少
数
派

の
保
護
、
宗
教
な
い
し
宗
派
間
の
共
存

を
強
調
し
、「
宗
教
共
同
体
保
護
法
」

の
制
定
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

同
法
は
過
去
二
つ
の
政
権
に
お
い
て

「
宗
教
共
同
体
調
和
法
」
と
し
て
国
会

に
提
出
さ
れ
た
が
、
宗
教
的
少
数
派
と

の
「
調
和
」
の
意
味
な
ど
を
巡
っ
て
保

守
派
の
反
発
を
呼
び
、
廃
案
と
な
っ
て

い
る
。
今
回
は
宗
教
共
同
体
の
「
保

護
」
と
い
う
、
よ
り
受
け
入
れ
や
す
い

表
現
を
使
っ
て
成
立
を
目
指
し
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
七
月
、
断
食
月
明
け
の
祝

祭
期
間
に
パ
プ
ア
州
の
ト
リ
カ
ラ
で
起

こ
っ
た
少
数
派
の
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
襲
撃
事
件
を
受
け
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
か
ら
も
同
法
の
必
要

性
の
主
張
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ト
リ
カ
ラ
事
件
に
際
し
て
は
、
ル
ク

マ
ン
は
早
々
に
ム
ス
リ
ム
に
冷
静
な
行

動
を
呼
び
か
け
、
ジ
ョ
コ
ウ
ィ
も
続
い

た
。
大
統
領
は
二
週
間
後
の
Ｎ
Ｕ
大
会

の
開
会
演
説
で
も
、
本
件
を
教
訓
と
し
、

多
宗
教
間
の
対
話
と
寛
容
さ
を
高
め
る

こ
と
を
求
め
た
。
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
に
比

較
し
て
、
宗
教
間
の
問
題
に
積
極
的
に

取
り
組
む
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。

　

宗
教
省
は
人
権
活
動
家
な
ど
の
意
見

を
聞
き
つ
つ
、
目
下
慎
重
に
宗
教
共
同

体
保
護
法
案
策
定
を
進
め
て
い
る
。
文

言
は
変
わ
っ
て
も
、
異
端
と
さ
れ
る
宗

教
的
少
数
派
に
つ
い
て
の
合
意
は
容
易

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
前
政
権
に

比
較
す
る
と
、
穏
健
な
ム
ス
リ
ム
知
識

人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
政
権
エ
リ
ー
ト

か
ら
邪
魔
が
入
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

同
法
の
行
方
が
ジ
ョ
コ
ウ
ィ
政
権
の
宗

教
政
策
を
占
う
試
金
石
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
み
い
ち　

け
ん
／
岩
手
県
立
大
学
総

合
政
策
学
部
准
教
授
）
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